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●
平
成　

年
度
中
野
区
一
般
会

２３

計
補
正
予
算
（
第
２
次
）

　

歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
９
億

８
５
２
８
万
６
千
円
を
追
加
計

上
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
に
よ

り
既
定
予
算
と
の
合
計
額
は
、

１
１
２
５
億
９
０
６
３
万
６
千

円
と
な
り
ま
し
た
。

●
中
野
区
自
治
基
本
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴
い
、

基
本
構
想
の
制
定
に
係
る
規
定

を
改
め
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
長
等
の
給
料
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

教
師
用
指
導
書
の
買
入
れ
に

つ
い
て
、
本
来
、
議
会
の
議
決

に
付
し
て
買
入
れ
る
べ
き
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
を
、
そ
の
議
決
を

経
る
こ
と
な
く
買
入
れ
た
事
実

を
重
く
受
け
止
め
、
行
政
運
営

上
の
責
任
を
明
確
に
す
る
た
め
、

区
長
の
平
成　

年　

月
分
の
給

２３

１１

料
月
額
に
つ
い
て　

％
減
額
す

１０

る
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
事
務
手
数
料
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交

付
事
務
に
関
す
る
事
務
手
数
料

の
特
例
に
つ
い
て
規
定
す
る
と

と
も
に
、
多
機
能
端
末
機
を
活

用
し
た
場
合
に
お
け
る
証
明
の

申
請
に
係
る
事
務
手
数
料
を
規

定
す
る
も
の
で
す
。

●
和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決

定
に
つ
い
て

　

委
託
契
約
の
解
除
に
伴
う
損

害
賠
償
に
つ
い
て
和
解
を
成
立

さ
せ
、
損
害
賠
償
額
を
決
定
す

る
に
あ
た
り
、
議
決
を
し
た
も

の
で
す
。

●
谷
戸
小
学
校
校
舎
等
改
築
工

事
請
負
契
約

　

谷
戸
小
学
校
の
校
舎
な
ど
の

改
築
工
事
を
行
う
た
め
、
契
約

を
締
結
す
る
に
あ
た
り
、
議
決

を
し
た
も
の
で
す
。

●
中
野
区
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
の
利
用
に
関
す
る
条
例

　

多
機
能
端
末
機
に
お
い
て
、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
利
用

し
た
住
民
票
の
写
し
及
び
印
鑑

登
録
証
明
書
の
交
付
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
に
あ

た
り
、
当
該
カ
ー
ド
の
利
用
の

目
的
、
手
続
き
な
ど
を
規
定
す

る
も
の
で
す
。
な
お
、
こ
の
条

例
の
規
定
に
基
づ
く
印
鑑
登
録

証
明
書
の
交
付
を
受
け
る
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
登
録
を
し
た
者
に

係
る
印
鑑
登
録
の
証
明
の
申
請

に
つ
い
て
規
定
す
る
た
め
、
こ

の
条
例
の
附
則
で
「
中
野
区
印

鑑
条
例
」
の
一
部
を
改
正
す
る

も
の
で
す
。

●
中
野
区
特
別
区
税
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

主
に
、
次
の
５
点
に
つ
い
て

規
定
を
改
め
る
も
の
で
す
。
第

１
点
目
は
、
寄
附
金
税
額
控
除

の
適
用
下
限
額
の
引
下
げ
を
行

う
と
と
も
に
、
規
定
を
簡
素
化

す
る
も
の
で
す
。
第
２
点
目
は
、

肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所

得
に
係
る
所
得
割
の
特
例
に
関

す
る
免
税
対
象
を
変
更
し
、
そ

の
適
用
期
限
を
延
長
す
る
も
の

で
す
。
第
３
点
目
は
、
特
別
区

民
税
、
軽
自
動
車
税
、
特
別
区

た
ば
こ
税
及
び
鉱
産
税
に
係
る

過
料
に
つ
い
て
、
過
料
の
上
限

額
の
引
上
げ
及
び
新
設
を
行
う

も
の
で
す
。
第
４
点
目
は
、
上

場
株
式
等
の
配
当
所
得
及
び
譲

渡
所
得
等
並
び
に
条
約
適
用
配

当
等
に
係
る
税
率
の
特
例
措
置

を
延
長
す
る
も
の
で
す
。
第
５

点
目
は
、
非
課
税
口
座
内
上
場

株
式
等
の
譲
渡
に
係
る
所
得
計

算
の
特
例
に
つ
い
て
の
施
行
日

を
２
年
間
延
長
す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
災
害
弔
慰
金
の
支
給

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

災
害
弔
慰
金
の
支
給
対
象
と

な
る
遺
族
の
範
囲
を
拡
大
す
る

も
の
で
す
。

●
中
野
区
中
野
四
丁
目
地
区
に

お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

中
野
四
丁
目
地
区
地
区
計
画

に
定
め
る
地
区
整
備
計
画
の
変

更
に
伴
い
、
こ
の
条
例
の
適
用

区
域
を
新
た
に
指
定
す
る
と
と

も
に
、
当
該
区
域
の
用
途
の
制

限
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
自
転
車
駐
車
場
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

中
野
け
や
き
通
り
自
転
車
駐

車
場
を
有
料
制
駐
車
場
と
し
て

設
置
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
名

称
及
び
位
置
を
定
め
る
も
の
で

す
。

●
中
野
区
自
動
車
駐
車
場
条
例

　

自
動
車
駐
車
場
を
公
の
施
設

と
し
て
設
置
す
る
に
あ
た
り
、

そ
の
位
置
、
供
用
時
間
、
駐
車

料
金
の
額
な
ど
を
定
め
る
も
の

で
す
。

●
中
野
区
立
小
学
校
及
び
中
学

校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医

及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災

害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

介
護
補
償
の
額
を
改
定
す
る

と
と
も
に
、
障
害
者
自
立
支
援

法
の
改
正
に
伴
い
、
条
例
で
引

用
し
て
い
る
条
文
の
番
号
を
整

備
す
る
も
の
で
す
。

●
教
師
用
指
導
書
の
買
入
れ
に

つ
い
て

　

財
産
の
取
得
に
あ
た
り
、
議

決
を
し
た
も
の
で
す
。

●
中
野
区
障
害
者
福
祉
会
館
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

　

障
害
者
自
立
支
援
法
の
改
正

に
伴
い
、
引
用
し
て
い
る
条
文

の
番
号
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

 
●
意
見
書

（
３
件
・
次
項
に
掲
載
）

●
議
員
の
派
遣
に
つ
い
て

　

第　

回
東
京
都
道
路
整
備
事

２２

業
推
進
大
会
に
議
員
を
派
遣
す

る
も
の
で
す
。

  　

欧
州
で
の
経
済
危
機
や
、
米

国
の
国
債
格
下
げ
問
題
な
ど
を

原
因
に
円
高
が
歴
史
的
な
水
準

で
進
行
し
て
い
ま
す
。
日
本
経

済
は
円
高
・
デ
フ
レ
傾
向
が
長

議
員
提
出
議

議
員
提
出
議
案案

可
決
し
た

意
見
書

第３回
定例会

◆
円
高
・
デ
フ
レ
を
克
服

す
る
経
済
対
策
を
求
め

る
意
見
書

期
化
し
、
東
日
本
大
震
災
に
よ

る
経
済
状
勢
の
悪
化
も
懸
念
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
状
況
の
中
、
政
府
は
二

度
に
わ
た
る
補
正
予
算
を
編
成

し
た
も
の
の
、
本
格
的
な
復
旧

・
復
興
に
つ
な
が
る
大
規
模
な

予
算
編
成
と
は
言
え
ず
、
景
気

回
復
に
向
け
た
好
材
料
と
は
な

ら
な
い
も
の
で
し
た
。
さ
ら
に
、

電
力
需
給
の 
逼  
迫 
が
長
期
化
し
、

ひ
っ 
ぱ
く

円
高
傾
向
も
続
く
こ
と
に
な
れ

ば
、
企
業
が
海
外
に
生
産
拠
点

を
移
す
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、

雇
用
・
産
業
の
空
洞
化
が
進
行

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
こ

れ
ま
で
政
府
は
具
体
策
を
示
す

こ
と
な
く
、
産
業
界
に
任
せ
き

り
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

ま
た
歴
史
的
水
準
の
円
高
は

地
域
の
製
造
業
、
観
光
業
に
大

き
な
打
撃
を
与
え
て
お
り
、
こ

の
状
態
を
放
置
す
る
と
地
域
経

済
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

　

今
こ
そ
国
会
及
び
政
府
は

「
日
本
経
済
全
体
の
復
興
が
被

災
地
の
復
興
に
つ
な
が
る
」
と

の
考
え
方
の
下
、
抜
本
的
な
円

高
・
デ
フ
レ
対
策
に
取
り
組
む

べ
き
と
考
え
ま
す
。
つ
い
て
は
、

下
記
の
事
項
に
つ
い
て
早
急
に

実
現
を
図
る
よ
う
強
く
要
望
し

ま
す
。

１
．
日
本
経
済
全
体
を
底
上
げ

す
る
た
め
の
景
気
対
策
、
防

災
対
策
の
た
め
の
必
要
な
公

共
事
業
の
推
進
や
東
日
本
大

震
災
へ
の
本
格
的
復
旧
・
復

興
に
向
け
た
補
正
予
算
を
早

急
に
編
成
・
執
行
す
る
こ
と
。

２
．
年
末
に
向
け
た
中
小
企
業

の
万
全
な
資
金
繰
り
対
策
の

拡
充
な
ど
、
円
高
の
痛
み
を

直
接
受
け
る
輸
出
産
業
へ
の

痛
み
を
緩
和
す
る
施
策
を
打

ち
出
す
こ
と
。

３
．
外
国
人
観
光
客
の
減
少
に

よ
り
打
撃
を
受
け
て
い
る
観

光
業
へ
の
支
援
策
を
打
ち
出

す
こ
と
。

４
．
地
域
の
雇
用
維
持
・
確
保

に
活
用
で
き
る
臨
時
交
付
金

を
創
設
す
る
こ
と
。

〈
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、

内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、

財
務
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、

内
閣
官
房
長
官
、
国
家
戦
略
担

当
大
臣
あ
て
〉

 　

政
府
は
本
年
７
月　

日
の
少

２９

子
化
社
会
対
策
会
議
に
お
い
て
、

「
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ

ム
に
関
す
る
中
間
と
り
ま
と

め
」
を
決
定
し
、「
平
成　

年
度

２３

中
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を

講
じ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
税

制
抜
本
改
革
と
と
も
に
、
早
急

に
所
要
の
法
律
案
を
国
会
に
提

出
す
る
」
と
の
方
針
を
示
し
ま

し
た
。

　

新
シ
ス
テ
ム
の
導
入
は
、
国

の
責
任
で
福
祉
と
し
て
行
わ
れ

て
き
た
保
育
制
度
の
根
幹
が
大

き
く
揺
ら
ぐ
恐
れ
が
あ
る
市
場

原
理
が
保
育
現
場
に
持
ち
込
ま

れ
る
こ
と
に
な
り
、
福
祉
と
し

て
の
保
育
制
度
が
維
持
さ
れ
な

い
こ
と
や
、
保
護
者
の
負
担
増

に
つ
な
が
る
制
度
見
直
し
と
な

る
な
ど
の
懸
念
が
あ
り
ま
す
。

◆
「
子
ど
も
・
子
育
て
新

シ
ス
テ
ム
」
の
見
直
し

を
求
め
る
意
見
書

ま
た
、
新
シ
ス
テ
ム
導
入
に
必

要
な
約
１
兆
円
の
財
源
は
明
確

に
な
っ
て
お
ら
ず
、
現
状
で
は

新
シ
ス
テ
ム
導
入
は
極
め
て
不

透
明
な
情
勢
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
ま
ま
で
は
、
平
成　

年
度

２４

か
ら
の
保
育
施
策
が
ど
の
よ
う

な
方
向
性
に
な
る
の
か
明
確
で

は
な
く
、
保
育
現
場
で
の
無
用

な
混
乱
や
不
安
に
拍
車
が
か
か

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

よ
っ
て
、
政
府
及
び
国
会
に

お
い
て
は
、
以
下
の
項
目
に
つ

い
て
早
急
に
実
現
を
図
り
、
誰

も
が
安
心
し
て
利
用
で
き
る
保

育
制
度
を
維
持
・
拡
充
さ
れ
る

こ
と
を
強
く
求
め
ま
す
。

１
．
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス

テ
ム
に
つ
い
て
は
、
財
源
的

な
見
通
し
が
立
た
ず
、
実
施

主
体
と
さ
れ
る
地
方
公
共
団

体
と
の
協
議
も
な
い
状
態
で

の「
今
年
度
中
の
法
案
提
出
」

と
の
方
針
は
あ
ま
り
に
も
拙

速
で
あ
り
、
見
直
す
こ
と
。

２
．
保
育
制
度
の
見
直
し
に
あ

た
っ
て
は
保
護
者
、
保
育
現

場
等
の
意
見
を
十
分
尊
重
し
、

慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
。

３
．「
安
心
子
ど
も
基
金
」の
拡

充
等
、
保
育
の
充
実
に
向
け

た
地
方
の
創
意
工
夫
が
生
か

さ
れ
る
来
年
度
予
算
編
成
を

行
う
こ
と
。

〈
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、

内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、

財
務
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大

臣
、
内
閣
官
房
長
官
、
国
家
戦

略
担
当
大
臣
、
少
子
化
対
策
担

当
大
臣
あ
て
〉

 　

平
成　

年
３
月　

日
に
発
生

２３

１１

し
た
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、

尊
い
人
命
が
数
多
く
失
わ
れ
、

い
ま
だ
約
４
千
名
が
行
方
不
明

と
な
っ
て
お
り
、
被
災
さ
れ
た

方
々
は
今
な
お
不
自
由
な
避
難

生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
以
降
、

女
性
の
視
点
を
反
映
で
き
る
よ

う
、
国
の
防
災
基
本
計
画
で
は
、

平
成　

年
に
「
地
域
に
お
い
て

１７

災
害
時
要
援
護
者
を
支
援
す
る

体
制
が
整
備
さ
れ
る
よ
う
努
め

る
と
と
も
に
、
被
災
時
の
男
女

の
ニ
ー
ズ
の
違
い
等
男
女
双
方

の
視
点
に
十
分
配
慮
す
る
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
。」に
改
正

し
ま
し
た
が
、
具
体
的
な
施
策

に
ま
で
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は

必
ず
し
も
言
え
ま
せ
ん
。

　

平
成　

年　

月
に
閣
議
決
定

２２

１２

さ
れ
た
「
第
３
次
男
女
共
同
参

画
基
本
計
画
」に
お
い
て
は「
地

域
、
防
災
・
環
境
そ
の
他
の
分

野
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の

推
進
」
を
新
設
し
、
具
体
的
な

施
策
が
掲
げ
ら
れ
、
被
災
時
や

復
興
段
階
に
お
け
る
女
性
を
め

ぐ
る
諸
問
題
を
解
決
す
る
方
向

が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成　

年
９
月　

日

２３

２⚘

の
中
ԝ
防
災
会
議
の
東

地
方

ଠ
平
༸
ԭ
地
震
を
教
܇
と
し
た

地
震
・


対
策
に
関
す
る
ઐ


ௐ
ࠪ
会
で
は
「
男
女
共
同
参

画
の
視
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と

◆
防
災
・
復
興
対
策
に
女

性
の
視
点
を
取
り
入
れ

る
こ
と
を
求
め
る
意
見

書

区
長
提
出
議

区
長
提
出
議
案案

可
決
し
た

議

案

第３回
定例会


